
（介護予防）訪問リハビリテーション事業者自主点検表
	記入年月日
	年　　月　　日

	記入担当者職・氏名
	（職）　　　（氏名）
	連絡先電話番号
	－　　　－



（１）チェック項目
Ⅰ（基本方針）
	項　　目
	内容
	できている
	できていない
	該当無

	　基本方針
	運営方針は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものですか。

	☒	☐	☐
	（介護予防）
	運営方針は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものですか。

	☐	☐	☐


Ⅱ（人員に関する基準）
	項　　目
	内容
	できている
	できていない
	該当無

	1　医師
	指定訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な常勤の医師が１以上勤務していますか。

	☐	☐	☐
	2　理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

	サービスの提供は、資格を有する従業者が行っていますか。
	☒	☐	☐





Ⅲ（設備に関する基準）
	項　　目
	内容
	できている
	できていない
	該当無

	1 事業所

	事業所は下記のいずれかにあるか。

☐病院
☐診療所
☐介護老人保健施設
☐介護医療院
	☐	☐	☐
	2 設備及び備品等

	事業の運営を行うために必要な広さ（利用者の受付、相談等に対応するのに適切なスペース）を有する専用の区画を設けていますか。

また、必要な備品等を備えていますか。
（病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に備えつけられたものを使用することができる）
	☐	☐	☐


Ⅳ（運営に関する基準）
	項　　目
	内容
	できている
	できていない
	該当無

	0　内容及び手続の説明及び同意

	サービスの提供開始前に、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、重要事項を記載した文書（重要事項説明書）を交付して説明を行っていますか。
	☐	☐	☐
	
	サービスの内容及び利用料金等について利用者の同意を得ていますか。
	☐	☐	☐
	
	契約書・重要事項説明書の内容は、適切ですか。
重要事項説明書と運営規程間で内容（営業日時、通常の事業の実施地域など）が相違しないようにしていますか。
	☐	☐	☐
	
	重要事項説明書には、利用申込者がサービスを選択するために重要な事項（下表で確認）が記載されていますか。
（重要事項記載事項）
	運営規程の概要（目的、方針、営業日時、利用料金、通常の事業の実施地域、提供するサービスの内容及び提供方法など）
	有 ☐
無 ☐

	理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の勤務体制について
	有 ☐
無 ☐

	事故発生時の対応（損害賠償の方法を含む）
	有 ☐
無 ☐

	苦情処理の体制及び手順、苦情相談の窓口、苦情・相談の連絡先（事業者、市町村、大阪府国民健康保険団体連合会など）
	有 ☐
無 ☐

	身体的拘束等の原則禁止
	有 ☐
無 ☐

	虐待防止に関する項目
	有 ☐
無 ☐



	
	
	

	1 サービス提供拒否の禁止

	正当な理由なくサービス提供を拒否しないようにしていますか。
・要介護度や所得の多寡等を理由にサービスの提供を拒否しないようにしていますか。
（提供を拒むことのできる正当な理由）
1 当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合
2 利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合、その他利用申込者に対し自ら適切な指定訪問リハビリテーションを提供することが困難な場合である。
・正当な理由により、サービス提供を拒否した場合は、その内容を記録していますか。（サービス提供を拒否したことの正当性を明らかにしておくためにも記録をすることが望ましい。）
	☐	☐	☐
	2 サービス提供困難時の対応

	サービス提供が困難な場合、他の事業者の紹介や居宅介護支援事業者への連絡を速やかに行っていますか。
	☐	☐	☐
	3 受給資格等の確認

	利用申込者の被保険者証で、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確認していますか。
	☐	☐	☐
	
	被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、サービス提供を行うに際し､その意見を考慮していますか。
	☐	☐	☐
	4 要介護認定等の申請に係る援助

	利用申込者が要介護認定を受けていない場合に、要介護認定申請のために必要な援助を行っていますか。
	☐	☐	☐
	
	有効期間が終了する３０日前には要介護認定の更新申請が行われるように必要な援助を行っていますか。
	☐	☐	☐
	5 心身の状況等の把握

	利用者の心身の状況や病歴、置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に向け、サービス担当者会議等を通じて、情報の収集・交換を行っていますか。
	☐	☐	☐
	6 居宅介護支援事業者等との連携

	指定訪問リハビリテーションを提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めていますか。
	☐	☐	☐
	
	指定訪問リハビリテーションの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治の医師及び居宅介護支援事業者に対する情報の提供並びに保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めていますか。
	☐	☐	☐
	7 法定代理受領サービスを受けるための援助

	利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、指定訪問リハビリテーションの提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明すること、居宅介護支援事業者に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行っていますか。
	☐	☐	☐
	8 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供

	居宅サービス計画が作成されている場合には、居宅サービス計画に沿ったサービス提供をしていますか。
	☐	☐	☐
	9 居宅サービス計画等の変更の援助

	利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合（利用者の状態の変化等により追加的なサービスが必要となり、居宅サービス計画の変更が必要となった場合を含む。）は、居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助（支給限度額の範囲内で居宅サービス計画を変更する必要がある旨の説明など）を行っていますか。
	☐	☐	☐
	10 身分を証する書類の携行

	従業者に身分証明書（事業所の名称、理学療法士等の氏名、写真、職種を記載したもの）や名札を携行させ、初回訪問時及び相手方の申し出により提示するよう指導していますか。
	☐	☐	☐
	11 サービス提供の記録

	利用者、事業者の双方が、サービス提供実績等の確認を行えるよう、また、利用者の心身の状況等把握したことについて、今後のサービス提供に活かすため、記録をとっていますか。
	☐	☐	☐
	
	記録には、次の内容が記載されていますか。
· サービス提供日、提供時間、具体的なサービス内容、保険給付の額、提供者の氏名、利用者の心身の状況等

	☐	☐	☐
	
	利用者からの申し出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を提供していますか。
	☐	☐	☐
	
	利用者（利用者ごとに記録簿を作成して）に対するサービス提供に関する諸記録を整備し、そのサービスを提供した日から５年間保存していますか。
	☐	☐	☐
	12 利用料等の受領

	利用者負担として、利用者の負担割合に応じた額の支払を受けていますか。
	☐	☐	☐
	
	法定代理受領サービスに該当しない指定訪問リハビリテーションを提供した場合の利用料の額及び居宅介護サービス費用基準額と、健康保険法または高齢者の医療の確保に関する法律に規定する療養の給付のうち、指定訪問リハビリテーションに相当するものに要する費用の額との間に不合理な差額を生じさせないようにしていますか。
※　なお、そもそも介護保険給付の対象となる指定訪問リハビリテーションのサービスと明確に区分されるサービスについては、次のような方法により別の料金設定をして差し支えない。
イ　利用者に当該事業が指定訪問リハビリテーションの事業とは別事業であり、当該サービスが介護保険給付の対象とならないサービスであることを説明し、理解を得ること。
ロ　当該事業の目的、運営方針、利用料等が、指定訪問リハビリテーション事業所の運営規程とは別に定められていること。
ハ　会計が指定訪問リハビリテーションの事業の会計と区分されていること。
	☐	☐	☐
	
	通常の事業実施地域内でサービス提供を行う場合、交通費の支払を受けていますか。
	☐	☐	☐
	
	利用者の選定により通常の事業実施地域外でサービス提供を行う場合、それに要した交通費の額以外の支払を受けていますか。
	☐	☐	☐
	
	利用者の選定により通常の事業実施地域外でサービス提供を行う場合、それに要した交通費の支払いについて、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得ていますか。
	☐	☐	☐
	13 保険給付の請求のための証明書の交付

	指定訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問リハビリテーションに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問リハビリテーションの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付を行っていますか。
	☐	☐	☐
	14 領収証の交付


	利用料等の支払を受ける際、利用者に対し領収証を交付していますか。
	☐	☐	☐
	
	領収証には、保険給付の対象額とその他の費用を区分して記載し、その他の費用についてはさらに個別の費用ごとに区分して記載していますか。
	☐	☐	☐
	
	保険給付対象額のうち、医療費控除の対象となる額を明示して記載していますか。
※平成１２年６月１２日厚生省事務連絡｢介護保険制度下での指定介護老人福祉施設の施設サービス及び居宅サービスの対価に係る医療費控除の取り扱いについて｣参照
	☐	☐	☐
	
	償還払いとなる利用者に対しても領収書の交付を行っていますか。
	☐	☐	☐
	16　 15指定（介護予防）訪問リハビリテーションの基本取扱方針【介護】

	指定訪問リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、リハビリテーションの目標を設定し、計画的に行っていますか。
	☐	☐	☐
	16　指定（介護予防）訪問リハビリテーションの基本取扱方針【介護予防】
	(1)指定介護予防訪問リハビリテーションは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われていますか。
	☐	☐	☐
	
	(2)事業者は、自らその提供する指定介護予防訪問リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図っていますか。
	☐	☐	☐
	
	(3)事業者は、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たっていますか。
	☐	☐	☐
	
	⑷事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めていますか。
	☐	☐	☐
	
	⑸事業者は、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めていますか。
	☐	☐	☐
	17指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針

	⑴指定訪問リハビリテーションの提供は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うものとしていますか。
	☐	☐	☐
	15 
	⑵指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう妥当適切に行っていますか。
	☐	☐	☐
	16 
	⑶指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行っていますか。
	☐	☐	☐
	
	⑷サービス提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないようにしていますか。
	☐	☐	☐
	
	⑸身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録していますか。
	☐	☐	☐
	
	⑹緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時性の3つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録していますか。
	☐	☐	☐
	
	⑺常に利用者の病状、心身の状況等の把握に努め、利用者又はその家族に対して適切な相談及び助言を行っていますか。
	☐	☐	☐
	
	⑻それぞれの利用者について、訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告していますか。
	☐	☐	☐
	
	⑼リハビリテーション会議の開催により、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供していますか。
※当該会議をテレビ電話装置等（テレビ電話装置その他の情報通信機器）を活用して行う場合に、利用者等（利用者又はその家族）が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得ていますか。
	☐	☐	☐
	18介護予防訪問リハビリテーションの具体的取扱方針
	⑴　指定介護予防訪問リハビリテーションの提供は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行っていますか。
	☐	☐	☐
	
	⑵指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、主治の医師若しくは歯科医師からの情報伝達又はサービス担当者会議若しくはリハビリテーション会議（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族（以下「利用者等」という。）が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。）を通じる等の適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行っていますか。
	☐	☐	☐
	
	⑶　医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、⑵に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防訪問リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した、介護予防訪問リハビリテーション計画を作成していますか。
	☐	☐	☐
	
	⑷　介護予防訪問リハビリテーション計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成していますか。
	☐	☐	☐
	
	⑸　医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ていますか。
	☐	☐	☐
	
	⑹医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る介護予防訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握していますか。
	☐	☐	☐
	
	⑺医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画を作成した際には、当該介護予防訪問リハビリテーション計画を利用者に交付していますか。
	☐	☐	☐
	
	⑻事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた介護予防訪問リハビリテーション計画を作成した場合については、介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を満たすことをもって、⑶から⑺までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
	☐	☐	☐
	
	⑼指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び介護予防訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう妥当適切に行っていますか。
	☐	☐	☐
	
	⑽指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行っていますか。
	☐	☐	☐
	
	⑾身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録していますか。
	☐	☐	☐
	
	⑿緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時性の3つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録していますか。
	☐	☐	☐
	
	⒀指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行っていますか。
	☐	☐	☐
	
	⒁理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、それぞれの利用者について、介護予防訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告していますか。
	☐	☐	☐
	
	⒂医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画に基づくサービス提供の開始時から、当該介護予防訪問リハビリテーション計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防訪問リハビリテーション計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)を行っていますか。
	☐	☐	☐
	
	⒃医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告していますか。
	☐	☐	☐
	
	⒄　医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問リハビリテーション計画の変更を行っていますか。
	☐	☐	☐
	
	⒅　⑵から⒃までの規定は、介護予防訪問リハビリテーション計画の変更についても準用していますか。
	☐	☐	☐
	19利用者に関する市町村への通知

	利用者について、次のいずれかに該当する状況が生じたことがあったか。
①正当な理由なしに指定訪問リハビリテーションの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態等の程度を増進させたと認められるとき。
②偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

	☐	☐	☐
	
	上記の状況があった場合には、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知したか。
	☐	☐	☐
	20 管理者の責務

	管理者は、当該指定訪問リハビリテーション事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行っていますか。 
管理者は、当該指定訪問リハビリテーション事業所の従業者に基準規定を遵守させるため必要な指揮命令を行っていますか。
	☐	☐	☐
	21 運営規程

	運営規程には、次の事項が定められていますか。
· 事業の目的及び運営方針　（有 ☐・無 ☐）
· 従業者の職種、員数及び職務の内容（有 ☐・無 ☐ ）
· 営業日及び営業時間（有 ☐・無 ☐ ）
· 利用料その他費用の額（有 ☐・無 ☐ ）
· 通常の事業の実施地域（有 ☐・無 ☐ ）
· 虐待防止に関する条項（有 ☐・無 ☐ ）
· その他運営に関する重要事項（有 ☐・無 ☐ ）
※　利用料その他の費用の額
「利用料」としては、法定代理受領サービスである指定訪問リハビリテーションに係る利用料（負担割合に応じた額）及び法定代理受領サービスでない指定訪問リハビリテーションの利用料を「その他の費用の額」としては、徴収が認められている交通費の額及び必要に応じてその他のサービスに係る費用の額を規定するものであること。
※　通常の事業の実施地域
通常の事業の実施地域は、客観的にその区域が特定されるものとすること。なお、通常の事業の実施地域は、利用申込に係る調整等の観点からの目安であり、当該地域を越えてサービスが行われることを妨げるものではないものであること。
	☐	☐	☐
	22　勤務体制の確保

	指定訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対し適切な指定訪問リハビリテーションを提供できるよう、指定訪問リハビリテーション事業所ごとに、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の勤務の体制を定めていますか。
	☐	☐	☐
	
	指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテーション事業所ごとに、当該指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士によって指定訪問リハビリテーションを提供していますか。
	☐	☐	☐
	
	指定訪問リハビリテーション事業所ごとに、管理者を含めて、原則として月ごとの勤務表を作成し、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士については、日々の勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤の別、兼務関係である旨等を明確にしていますか。なお、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については、労働者派遣法に規定する派遣労働者（紹介予定派遣に係る者を除く。）であってはならない。
	☐	☐	☐
	23　研修機会の確保
	従業者の資質向上のため、計画的な研修を実施していますか。
	☐	☐	☐
	（ハラスメント対策の強化）
	適切な指定訪問リハビリテーションの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じていますか。
	☐	☐	☐
	24　業務継続計画の作成等
	感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じていますか。（令和6年4月1日から義務化）。
	☐	☐	☐
	
	理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施していますか。（令和6年4月1日から義務化）。
	☐	☐	☐
	
	定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行っていますか。（令和6年4月1日から義務化）。
	☐	☐	☐
	25　衛生管理等

	従業者の清潔保持、健康状態の管理や設備、備品の衛生管理を行っていますか。
	☐	☐	☐
	
	事業者は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が感染源となることを予防し、また理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を感染の危険から守るため、使い捨ての手袋等感染を予防するための備品等を備えるなど対策を講じていますか。
	☐	☐	☐
	
	事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、必要な措置を講じていますか。（令和6年4月1日から義務化）。
	☐	☐	☐
	
	1.感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に周知徹底を図っていますか。
	☐	☐	☐
	
	2.当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備していますか。
	☐	☐	☐
	
	3.理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施していますか。
	☐	☐	☐
	26　掲　示　


	事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者（理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士）の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示していますか。（重要事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、当該掲示に代えることができる。）。
	☐	☐	☐
	
	事業者は原則として、重要事項をウェブサイトに掲載していますか。（令和７年4月1日から義務化）。
	☐	☐	☐
	27居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止

	居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しないようにしていますか。
	☐	☐	☐
	28　苦情処理

	⑴事業者は、提供した指定訪問リハビリテーションに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じていますか。
	☐	☐	☐
	
	⑵事業者は、⑴の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録していますか。
	☐	☐	☐
	
	⑶事業者は、提供した指定訪問リハビリテーションに関し、市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っていますか。
	☐	☐	☐
	
	⑷事業者は、市からの求めがあった場合には、⑶の改善の内容を市に報告していますか。
	☐	☐	☐
	
	⑸事業者は、提供した指定訪問リハビリテーションに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っていますか。
	☐	☐	☐
	
	⑹事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、⑸の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告していますか。
	☐	☐	☐
	29　地域との連携等
	提供した指定訪問リハビリテーションに関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めていますか。
	☐	☐	☐
	
	事業者は、当該事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定訪問リハビリテーションを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問リハビリテーションの提供を行うよう努めていますか。
	☐	☐	☐
	30　事故発生時の対応

	⑴事業者は、利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じていますか。

	☐	☐	☐
	
	⑵事業者は、⑴の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録していますか。記録は、整備し、そのサービスを提供した日から５年間保存していますか。
	☐	☐	☐
	
	⑶事業者は、利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っていますか。
	☐	☐	☐
	31　高齢者虐待の防止

	⑴虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じていますか。（令和6年4月1日から義務化）。
	☐	☐	☐
	
	⑵虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に周知徹底を図っていますか。
	☐	☐	☐
	
	⑶委員会は、管理者を含む幅広い職種で構成し、構成メンバーの責務及び役割分担を明確にしていますか。
	☐	☐	☐
	
	⑷当該施設における虐待の防止のための指針を整備していますか。
	☐	☐	☐
	
	以下の内容が盛り込まれていますか。
	☐	☐	☐
	
	イ　施設における虐待の防止に関する基本的考え方
	☐	☐	☐
	
	ロ　虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関する事項
	☐	☐	☐
	
	ハ　虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
	☐	☐	☐
	
	二　虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
	☐	☐	☐
	
	ホ　虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
	☐	☐	☐
	
	へ　成年後見制度の利用支援に関する事項
	☐	☐	☐
	
	ト　虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
	☐	☐	☐
	
	チ　入所者等に対する当該指針の閲覧に関する事項
	☐	☐	☐
	
	リ　その他虐待の防止の推進のために必要な事項
	☐	☐	☐
	
	理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、虐待の防止のための研修を定期的に（年２回以上）実施して内容を記録していますか。
	☐	☐	☐
	
	新規採用時にも当該研修を実施し、内容を記録していますか。
	☐	☐	☐
	
	上記の措置を適切に実施するための専任の担当者を置いていますか。（当該担当者は、虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい。）
　
	☐	☐	☐
	
	事業所ごとに経理を区分するとともに、訪問リハビリテーション事業（介護予防訪問リハビリテーション事業）とその他の事業とに区分して会計処理していますか。
	☐	☐	☐
	
	介護保健施設サービスの事業の会計とその他の事業との会計を区分していますか。
	☐	☐	☐
	32　会計の区分

	指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテーション事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問リハビリテーションの事業の会計とその他の事業の会計を区分していますか。
	☐	☐	☐
	33　記録の整備
　

	事業者は、利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存していますか。
	☐	☐	☐
	
	・（介護予防）訪問リハビリテーション計画
	☐	☐	☐
	
	・具体的なサービスの内容等の記録
	☐	☐	☐
	
	・身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
	☐	☐	☐
	
	・市への通知に係る記録
	☐	☐	☐
	
	・苦情の内容等の記録
	☐	☐	☐
	
	・事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
	☐	☐	☐
	34　秘密保持等

	従業者は正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしないようにしていますか。
	☐	☐	☐
	
	従業者は業務上知り得た利用者等の秘密を漏らさぬよう必要な措置を講じていますか。
	☐	☐	☐
	
	サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ていますか。
	☐	☐	☐



Ⅵ－１（介護給付（予防）費関係－訪問（予防）リハビリテーション費）
	項　　目
	内容
	できている
	できていない
	該当無

	1 介護給付費単位

　
	※通院が困難な利用者に対して、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、指定訪問リハビリテーションを行った場合に算定する。
「通院が困難な利用者」の趣旨は通院により同様のサービスが担保されるのであれば通所系サービスを優先すべきということである。
	☐	☐	☐
	2 
	①-1指定訪問リハビリテーションは、計画的な医学的管理を行っている指定訪問リハビリテーション事業所の医師の指示の下で実施するとともに、当該医師の診療の日から３月以内に行われた場合に算定していますか。
	☐	☐	☐
	3 
	①-2例外として、事業所の医師がやむを得ず診察できない場合は、別の医療機関の計画的な医学的管理を行っている医師から情報提供（指定訪問リハビリテーションの必要性や利用者の心身機能や活動等に係るアセスメント情報等）を受け、その情報提供を踏まえてリハビリテーション計画を作成し、訪問リハビリテーションを実施した場合には、情報提供を行った医療機関の医師による当該情報提供の基礎となる診療の日から３月以内に行われた場合に算定していますか。
この場合、少なくとも３月に１回は、事業所の医師はその情報提供を行った別の医療機関の医師に対して訪問リハビリテーションの計画等について情報提供を行っていますか。
	☐	☐	☐
	4 
	②事業所の医師は、指定訪問リハビリテーションの実施に当たり、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、当該リハビリテーションの目的に加えて、当該リハビリテーションの開始前又は実施中の留意事項、やむを得ず当該リハビリテーションを中止する際の基準、当該リハビリテーションにおける利用者に対する負荷等のうちいずれか１以上の指示を行っていますか。
	☐	☐	☐
	5 
	③ ②における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当該指示に基づき行った内容を明確に記録していますか。
	☐	☐	☐
	6 
	④医療機関において、当該医療機関の医師の診療を受け、当該医療機関の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士からリハビリテーションの提供を受けた利用社に関しては、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」の別紙様式2-2-1をもって、当該医療機関から情報提供を受け、当該事業所の医師が利用者を診療するとともに、別紙様式2-2-1の内容を確認し、サービス提供を開始しても差し支えないと判断した場合は、例外として、別紙様式2-2-1を計画書とみなして訪問リハビリテーション費の算定を開始しても良い。

この場合、算定開始の日が属する月から起算して３月以内に、当該事業所の医師の診療に基づいて、次回の訪問リハビリテーション計画を作成していますか。
	☐	☐	☐
	7 
	⑤訪問リハビリテーション計画の進捗状況における初回の評価は、サービス提供開始から概ね２週間以内に行っていますか。また、その後の定期的な評価は、初回の評価後、概ね３月ごとに行っていますか。
	☐	☐	☐
	8 
	⑥事業所の医師が利用者に対して３月以上の指定訪問リハビリテーションの継続利用が必要と判断する場合には、リハビリテーション計画書に指定訪問リハビリテーションの継続利用が必要な理由、具体的な終了目安となる時期、その他指定居宅サービスの併用と移行の見通しを記載していますか。
	☐	☐	☐
	9 
	⑦利用者又はその家族等利用者の看護に当たる者に対して１回当たり20分以上指導を行った場合に、１週に６回を限度として算定していますか。
・退院(所)の日から起算して３月以内に、医師の指示に基づきリハビリテーションを行う場合は、週12回までの算定としていますか。
	☐	☐	☐
	10 
	⑧指定訪問リハビリテーション事業所が介護老人保健施設又は介護医療院である場合にあって、医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問して訪問リハビリテーションを行った場合には、訪問する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の当該訪問の時間は、介護老人保健施設又は介護医療院の人員基準の算定に含めないようにしていますか。なお、介護老人保健施設又は介護医療院による訪問リハビリテーションの実施にあたっては、介護老人保健施設又は介護医療院において、施設サービスに支障のないよう留意していますか。
	☐	☐	☐
	11 
	⑨事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫などの情報を伝達していますか。
	☐	☐	☐
	12 
	⑩居宅から一連のサービス行為として、買い物やバス等の公共交通機関への乗降などの行為に関する訪問リハビリテーションを提供するに当たっては、訪問リハビリテーション計画にその目的、頻度等を記録していますか。
	☐	☐	☐
	13 
	⑪利用者が訪問リハビリテーション事業所の医療機関を受診した日又は訪問診療若しくは往診を受けた日に、訪問リハビリテーション計画の作成に必要な医師の診療が行われた場合、当該複数の診療等と時間を別にして行われていることを記録上明確にしていますか。
	☐	☐	☐
	2高齢者虐待防止措置未実施減算
【介護予防同様】
	当該事業所の併設施設である介護老人保健施設における当該事項と同様に適切に行っていない場合は、100分の１に相当する金額を所定単位数から減算していますか。
	☐	☐	☐
	3業務継続計画の策定等
【介護予防同様】
	当該事業所の併設施設である介護老人保健施設における当該事項と同様に適切に行っていない場合は、所定単位数の100分の１に相当する金額を所定単位数から減算していますか。
※　令和７年３月31日までの間、当該減算は適用しないが、義務となっていることを踏まえ、速やかに作成すること。
	☐	☐	☐
	4同一建物等に居住する
利用者に対する取り扱い
	指定訪問リハビリテーション事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問リハビリテーション事業所と同一の建物（以下「同一敷地内建物等」という。）に居住する利用者（１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に５０人以上居住する建物に居住する利用者を除く。）又は指定訪問リハビリテーション事業所における１月当たりの利用者が同一の建物に２０人以上居住する建物（同一敷地内建物等を除く。）の利用者に対し、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、１回につき所定単位数の１００分の９０に相当する単位数を算定していますか。
	☐	☐	☐
	1 
	指定訪問リハビリテーション事業所における１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に５０人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、１回につき所定単位数の１００分の８５に相当する単位数を算定していますか。
	☐	☐	☐
	5短期集中リハビリテーション実施加算
	○訪問リハビリテーション
利用者に対して、リハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患の治療のために入院若しくは入所した病院、診療所若しくは介護保険施設から退院・退所した日又は要介護認定の効力が生じた日（当該利用者が新たに要介護認定を受けた者である場合に限る。「認定日」）から起算して３月以内の期間に、リハビリテーションを集中的に行った場合（※１週につき概ね２日以上、１日当たり２０分以上実施した場合）は、１日につき２００単位を所定単位数に加算していますか。
	☐	☐	☐
	
	○介護予防訪問リハビリテーション
利用者に対して、当該利用者がリハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患等の治療等のために入院若しくは入所した病院若しくは診療所又は介護保険施設から退院・退所した日又は要支援認定の効力が生じた日（当該利用者が新たに要支援認定を受けた者である場合に限る。「認定日」）から起算して３月以内の期間に、集中的な介護予防リハビリテーションを行った場合に加算するもの。
	☐	☐	☐
	
	上記集中的な介護予防リハビリテーションを退院・退所又は認定日から起算して１月以内の期間に行った場合は、１週につき概ね２日以上、１日当たり４０分以上実施した場合に、１日につき２００単位を所定単位数に加算していますか。
	☐	☐	☐
	
	上記集中的な介護予防リハビリテーションを退院・退所又は認定日から起算して１月を超え３月以内の期間に行った場合は、１週につき概ね２日以上、１日当たり２０分以上実施した場合に、１日につき２００単位を所定単位数に加算していますか。
	☐	☐	☐
	6 リハビリテーションマネジメント加算（イ）
	⑴　事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合に加算していますか。
	☐	☐	☐
	
	⑵　リハビリテーションマネジメント加算(ロ)を算定しないようにしていますか。
	☐	☐	☐
	
	⑶訪問リハビリテーション計画について、指定訪問リハビリテーション事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合、所定の単位を加算していますか。
	☐	☐	☐
	
	⑷　リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録していますか。
	☐	☐	☐
	
	⑸訪問リハビリテーション計画について、当該計画の作成に関与した医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ていますか。
	☐	☐	☐
	
	⑹　理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が説明した場合は、説明した内容等について医師へ報告していますか。
	☐	☐	☐
	
	⑺３月に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、訪問リハビリテーション計画を見直していますか。
	☐	☐	☐
	
	⑻指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法及び日常生活上の留意点に関する情報提供を行っていますか。
	☐	☐	☐
	
	⑼　以下のいずれかに適合していますか。
	☐	☐	☐
	
	事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、居宅サービス計画に位置付けた指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者と指定訪問リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、当該従業者に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。
	☐	☐	☐
	
	事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定訪問リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、その家族に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。
	☐	☐	☐
	
	⑽　⑷から⑼までに適合することを確認し、記録していますか。
	☐	☐	☐
	7  リハビリテーションマネジメント加算（ロ）
	⑴事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合に加算していますか。
	☐	☐	☐
	
	⑵リハビリテーションマネジメント加算(イ)を算定しないようにしていますか。
	☐	☐	☐
	
	⑶　訪問リハビリテーション計画について、指定訪問リハビリテーション事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合、所定の単位を加算していますか。
	☐	☐	☐
	
	⑷リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録していますか。
	☐	☐	☐
	
	⑸　訪問リハビリテーション計画について、当該計画の作成に関与した医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ていますか。
	☐	☐	☐
	
	⑹　理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が説明した場合は、説明した内容等について医師へ報告していますか。
	☐	☐	☐
	
	⑺３月に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、訪問リハビリテーション計画を見直していますか。
	☐	☐	☐
	
	⑻指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法及び日常生活上の留意点に関する情報提供を行っていますか。
	☐	☐	☐
	
	⑼以下のいずれかに適合していますか。
	☐	☐
	
	・事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、居宅サービス計画に位置付けた指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者と指定訪問リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、当該従業者に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。
	☐	☐	☐
	
	・事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定訪問リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、その家族に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。
	☐	☐	☐
	
	⑽　⑷から⑼までに適合することを確認し、記録していますか。
	☐	☐	☐
	
	⑾　利用者ごとの訪問リハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していますか。
	☐	☐	☐
	
	⑿厚生労働省への情報の提出については、「科学的介護情報システム」（以下「LIFE」という。）を用いて行っていますか。
	☐	☐	☐
	8認知症短期集中リハビリテーション実施加算
	⑴認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断されたものに対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、その退院（所）日又は訪問開始日から起算して３月以内の期間に、リハビリテーションを集中的に行った場合に、認知症短期集中リハビリテーション実施加算として、１週に２日を限度として、加算していますか。
	☐	☐	☐
	
	⑵短期集中リハビリテーション実施加算を算定しないようにしていますか。
	☐	☐	☐
	
	⑶認知症と判断した医師は、精神科医師若しくは神経内科医師又は認知症に対するリハビリテーションに関する専門的な研修を修了していますか。
	☐	☐	☐
	
	⑷対象となる利用者は、MMSE（Mini Mental State Examination）又はHDS-R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)においておおむね5点～25点に相当する者となっていますか。
	☐	☐	☐
	
	⑸当該利用者は、過去3月の間に本加算を算定しないようにしていますか。

	☐	☐	☐
	9口腔連携強化加算
	⑴事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったときに、１月に１回に限り加算していますか。
	☐	☐	☐
	
	⑵事業所の従業者が利用者の口腔の健康状態に係る評価を行うに当たって、歯科診療報酬点数表の区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の算定の実績がある歯科医療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士に相談できる体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていますか。
	☐	☐	☐
	
	⑶次のいずれにも該当しないようにしていますか。
	☐	☐	☐
	
	　他サービスの介護事業所において、当該利用者について、栄養状態のスクリーニングを行い、口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）を算定している場合を除き、口腔・栄養スクリーニング加算を算定していること。
	☐	☐	☐
	
	　当該利用者について、口腔の健康状態の評価の結果、居宅療養管理指導が必要であると歯科医師が判断し、初回の居宅療養管理指導を行った日の属する月を除き、指定居宅療養管理指導事業所が歯科医師又は歯科衛生士が行う居宅療養管理指導費を算定していること。
	☐	☐	☐
	
	　当該事業所以外の介護サービス事業所において、当該利用者について、口腔連携強化加算を算定していること。
	☐	☐	☐
	10急性憎悪等により一時的に頻回のリハビリテーションを行う必要がある旨の特別な指示があった場合の取扱い
	（介護予防）訪問リハビリテーションを利用しようとする者の主治の医師（介護老人保健施設及び介護医療院の医師を除く）が当該者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーションを行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、その指示の日から１４日間に限って（介護予防）訪問リハビリテーションは算定しないようにしていますか。
	☐	☐	☐
	11診療未実施減算
	(1)厚生労働大臣が定める基準に適合している事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当該事業所の医師が診療を行っていない利用者に対して、指定訪問リハビリテーションを行った場合に減算していますか。
	☐	☐	☐
	
	⑵以下のいずれにも適合していますか。
	☐	☐	☐
	
	①利用者が、当該事業所とは別の医療機関の医師による計画的な医学的管理を受けている場合であって、当該事業所の医師が、計画的な医学的管理を行っている医師から、当該利用者に関する情報の提供を受けていること。
	☐	☐	☐
	
	②当該計画的な医学的管理を行っている医師が適切な研修の修了等をしていること。
	☐	☐	☐
	
	③当該情報の提供を受けた指定訪問リハビリテーション事業所の医師が、当該情報を踏まえ、訪問リハビリテーション計画を作成すること。
	☐	☐	☐
	
	⑶⑵にかかわらず、令和6年6月1日から令和9年3月31日までの間に、次の①②のいずれにも適合する場合には、同期間に限り、 事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合の取扱いに準じて減算していますか。
	☐	☐	☐
	
	⑵①及び③に適合していますか。
	☐	☐	☐
	
	⑵②に規定する研修の終了等の有無を確認し、訪問リハビリテーション計画書に記載していますか。
	☐	☐	☐
	
	⑷　医療機関に入院し、リハビリテーションの提供を受けた利用者であって、当該医療機関から、当該利用者に関する情報の提供が行われている者においては、退院後1ヶ月以内に提供される訪問リハビリテーションについて、減算を適用しないようにしていますか。
	☐	☐	☐
	12退院時共同指導加算


	病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たり、指定訪問リハビリテーション事業所の医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導（病院又は診療所の主治の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従業者との間で当該者の状況等に関する情報を相互に共有した上で、当該者又はその家族に対して、在宅でのリハビリテーションに必要な指導を共同して行い、その内容を在宅での訪問リハビリテーション計画に反映させることをいう。）を行った後に、当該者に対する初回の指定訪問リハビリテーションを行った場合に、当該退院につき１回に限り、所定単位数を加算していますか。
	☐	☐	☐
	
	退院時共同指導は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるが、行うときは当該者又はその家族の同意を得ていますか。
	☐	☐	☐
	
	退院時共同指導を行った場合は、その内容を記録していますか。
	☐	☐	☐
	
	当該利用者が通所及び訪問リハビリテーション事業所を利用する場合において、各事業所の医師等がそれぞれ退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導を行った場合は、各事業所において当該加算を算定可能である。ただし、通所及び訪問リハビリテーション事業所が一体的に運営されている場合においては、併算定できない。
	
	
	

	13　12月を越えた期間にサービスを行う場合 
 【予防】
	　利用者に対して、以下のいずれも満たさない場合であって、指定介護予防訪問リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から起算して12月を越えて指定介護予防訪問リハビリテーションを行うときは、1回につき所定単位数から減算していますか。
	☐	☐	☐
	
	3月に1回以上、当該利用者に係るリハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録するとともに、当該利用者の状態の変化に応じ、介護予防訪問リハビリテーション計画を見直していること。
	☐	☐	☐
	
	当該利用者ごとの介護予防訪問リハビリテーション計画等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
	☐	☐	☐
	14 移行支援加算
【介護予防なし】
	⑴事業所が、リハビリテーションを行い、利用者の指定通所介護事業所等への移行等を支援した場合は、移行支援加算として、評価対象期間（移行支援加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの期間（厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届け出た年においては、届出の日から同年12月までの期間））の末日が属する年度の次の年度内に限り、1日につき所定単位数に加算していますか。
	☐	☐	☐
	
	⑵以下のいずれにも適合していますか。
	☐	☐	☐
	
	　評価対象期間において指定訪問リハビリテーションの提供を終了した者のうち、指定通所介護、指定通所リハビリテーション、指定地域密着型通所介護、指定認知症対応型通所介護、指定小規模多機能型居宅介護、指定看護小規模多機能型居宅介護、指定介護予防通所リハビリテーション、指定介護予防認知症対応型通所介護、指定介護予防小規模多機能型居宅介護、第一号通所事業その他社会参加に資する取組を実施した者の占める割合が、100分の５を超えていますか。
	☐	☐	☐
	
	　評価対象期間中に指定訪問リハビリテーションの提供を終了した日から起算して14日以降44日以内に、指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、訪問リハビリテーション終了者に対して、当該訪問リハビリテーション終了者の指定通所介護等の実施状況を確認し、記録していますか。
	☐	☐	☐
	
	⑶　12を事業所の利用者の平均利用月数で除して得た数が100分の25以上ですか。
	（Ⅰ）
	当該事業所における評価対象期間の利用者ごとの利用者延

*利用者には、当該施設の利用を開始して、その日の内に利用を終了した者又は死亡した者を含む。
*利用者延月数は、利用者が評価対象期間において当該事業所の提供する訪問リハビリテーションを利用した月数の合計をいう。

	（Ⅱ）
	当該事業所における評価対象期間の新規利用者数の合計　　　　　　　　
*新規利用者数とは、当該評価対象期間に新たに当該事業所の提供する訪問リハビリテーションを利用した者の数をいう。
また、当該事業所の利用を終了後、１２月以上の期間を空けて、当該事業所を再度利用した者については、新規利用者として取り扱うこと。

	（Ⅲ）
	当該事業所における評価対象期間の新規終了者数の合計　　　　　　　　　　　　　　　
*新規終了者数とは、評価対象期間に当該事業所の提供する訪問リハビリテーションの利用を終了した者の数をいう。

	（Ⅳ）
	（Ⅱ）と（Ⅲ）の合計人数を２で除した数　　　　　　　　　　　　

	平均利用月数
	（Ⅰ）÷（Ⅳ）

	割合
≧２５％
	１２　÷　平均利用月数（小数点第３位以下を切り上げ）



	☐	☐	☐
	
	⑷　訪問リハビリテーション終了者が指定通所介護等の事業所へ移行するに当たり、当該利用者のリハビリテーション計画書を移行先の事業所へ提供していますか。* 指定通所介護等の実施状況の確認に当たっては、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、リハビリテーション計画書のアセスメント項目を活用しながら、リハビリテーションの提供を終了した時と比較して、ＡＤＬ及びＩＡＤＬが維持又は改善していることを確認すること。なお、電話等での実施を含め確認の手法は問わないこと。
	☐	☐	☐
	
	※ 指定通所介護等へ移行する際に、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」に示す別紙様式2-2-1及び2-2-2のリハビリテーション計画書等の情報を、利用者の同意の上で、指定通所介護等の事業所へ提供すること。
※ 指定通所介護等の事業所への情報提供に際しては、リハビリテーション計画書の全ての情報ではなく、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」に示す別紙様式2-2-1及び2-2-2の本人の希望、家族の希望、健康状態・経過、リハビリテーションの目標、リハビリテーションサービス等の情報を抜粋し、提供することで差し支えない。
	☐	☐	☐
	15　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
サービス提供体制強化加算(Ⅱ）


	移行支援加算の算定に当たっては、医療機関への入院、介護保険施設への入所、指定訪問リハビリテーション、指定認知症対応型共同生活介護等への移行に資する取組を含めないようにしていますか。
	☐	☐	☐
	
	イ⑴指定訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士のうち、勤続年数が７年以上の者が１名以上いますか。
	☐	☐	☐
	
	⑵加算を算定する根拠資料が作成されていますか。
	☐	☐	☐
	
	ロ⑴指定訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士のうち、勤続年数が３年以上の者が１名以上いますか。
	☐	☐	☐
	
	⑵加算を算定する根拠資料が作成されていますか。
	☐	☐	☐
	
	※勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。
※勤続年数の算定にあたっては、当該事業所における勤続年数に加え、同一法人等の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができるものとする。
	
	
	



